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１．倉町氏主尋問(原告の弁護士が倉町氏に尋問)及び反対尋問(被告の国側弁護士から倉町氏に尋問) 

腰椎椎間板ヘルニア症状の経過としては、特異な経過をたどったわけではなく、十分説明できる

ものです。 

倉町氏は以下の点を裁判官に対して明確にしました。 

 長期的にみると確実に改善され、短期的にも一連の経過に矛盾がないこと。 

 地上業務が可能な状態にまで回復してきた症状の経過。        

 

国は倉町氏の症状の経過で短期的な痛みの強弱

を取り上げ、何か他の原因があるという話の流れ

を作ろうとしていました。しかし具体的な原因を

なにも示すこともなく、ただ倉町氏の主張が怪し

いという印象を裁判官に植え付けようとする意

図が表れた尋問でした。 

  

２．主治医への主尋問（原告弁護士が主治医へ尋問） 

主治医は MRI や CT 画像などを法廷内のスクリーンに映しながら、専門知識のない人にもわかるよ

う以下の点を丁寧に説明し、適切な判断及び治療が行われてきた事を証明しました。  

 典型的な椎間板ヘルニアといえる明確な画像に関する説明。 

 痛みが発生するメカニズムに関する説明。 

 長期化の原因となった炎症誘発物質など非典型的な要素に関する説明。 

 2 回の手術が妥当であったことの説明。 

 長期間に及んでいる現状を踏まえたとしても、治療経過としては矛盾がないことを説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

典型的なヘルニア 
 
椎間板中央部の髄
核から造影剤が後
方に漏れているのが
わかる 

○で囲んだ部分が膨隆
とよばれるヘルニア 
 
○の下部に見える白い
部分は痛みを起こすと
推定される液状物質 

椎間板の CT 造影画 背骨のMRI画像

2008 年 10 月に始まった元 JPU 組合員倉町公爾氏の労災認定をめぐる国を相手とした行

政裁判は、5 月 28 日に証人尋問が行われました。災害発生から現在に至るまでの症状の

推移や、医学的に合理的かつ適切な治療が行われてきた事が裁判官の前で明らかにされ

ました。一方で被告(国)は鑑定医を証人尋問に呼び出すこともなく、ヘルニア発症の要

因とされている一般論を並べたて、原告の主張や一連の治療には矛盾点があるという印

象を裁判官に与えようとしていました。 



 

 
【悪意があった国の主張】 

 

左の写真は倉町氏の背骨を横から見た MRI 画像です。 

MRI は少しずつ位置を変え、同じ椎間板を何枚も撮影

します。図中の点線は撮影された位置を表し、5mm 程  

      度の間隔となっています。 

 

液状物（炎症誘発物質）は、ヘルニアとなっている椎

間板の一部分にのみ存在します。国は、液状物が映っ

ている画像の 5mm 上の、何も無い場所の画像をわざわ

ざ証拠として取り上げて、撮影日時のみを記載して、

『（我々が示した画像と）同じ日の MRI 画像には、な

にも映っていない』と主張していました。 
 

しかし今回の尋問では左の図も用いて、国が示した画像は液状物の無い場所のものであることを

明確に裁判官に示し、液状物の存在を明らかにしました。 
 

３．主治医への反対尋問（国側弁護士から主治医への尋問） 

骨折などとは異なり、長期間にも及ぶ事例があるヘルニアの症状の経過を、非常に短期的な変化で

捉えて、ある時点で急に症状が悪化した原因は他にあると裁判官に印象づけようとしていました。 

国側弁護士は以下のような点を尋問しました。 

 カルテから『症状が増悪』という言葉を拾い上げて、短期的な症状の変化を強調し、他に原因があるの

ではないか？ 

 長期化の原因である炎症誘発物質は医学的に十分認知されているものの、周囲に影響を与える仕組みな

ど、いまだ解明されていない点があるので、原因とは出来ないのではないか？ 

 主治医の画像の判断は誤っているのではないか？ 

 手術が適切でなかったのではないか？ 

 父親がヘルニアだった為に、遺伝として事故とは関係なく発症したのではないか？ 

 診断書の休業期限が迫った事などによる社会的心理的要因があったのではないか？ 

このように主治医の治療の矛盾点を引き出そうとしましたが、主治医により全て論理的に説明さ

れ、矛盾点を明らかにする事は出来ませんでした。 
 

４．裁判官からの尋問 

最後に裁判官より、 

 国の主張する遺伝的要因はヘルニア発症の理由になるのか？ 

 痛みが出ないのに倉町さんと同様の画像所見の例はあるのか？ 

 受傷 2 カ月後の緊急入院時に、特別な出来事がカルテに記載されていないという事は、その時点で変わ

った事がなかったということか？ 

という的確な質問がありました。これに対して主治医は、遺伝などは研究段階であり、まだ十分

解明されていないことに触れた上で、発生のメカニズムなど説明出来る点を明確に答えました。 
 

9 月 3 日 最終口頭弁論、結審。年内判決予定です。 

公正な判決を得るためには皆様の署名が必要です。 

ご家族やお知り合いへの署名の働きかけもお願いします。 

引き続き、署名はじめ皆様のご理解とご協力をお願い致します。 


